
入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。

なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和５年度予算（暫定

予算を含む）が成立し、予算示達がなされることを条件とするものです。

令和５年２月１日

支出負担行為担当官

関東地方整備局副局長 石橋 洋信

１ 調達内容

(1) 契 約 名 令和５年度 関東地方整備局車両管理業務

（電子入札対象案件）

(2) 契約内容 別紙 仕様書による

(3) 履行期間 令和５年4月1日～令和６年3月31日

(4) 履行場所 関東地方整備局管内及び指定場所

(5) 入札方法

本業務は、入札時に企業の業務実績、適正な連絡・履行体制の確保、

運転業務の質の向上等、評価テーマに対する技術提案を受け付け、価格

以外の要素と入札価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落

札方式の対象業務である。

従って、総合評価のための専門的知識、技術、創意工夫等に関する書

類（以下、「総合評価に関する資料」という。）を提出すること。

(6) 電子調達システムの利用

本案件は、証明書等の提出・入札を電子調達システムで行う対象案件

であり、電子調達システムによる場合は、電子認証（ICカード）を取得

していることとなる。なお、電子調達システムによりがたい場合は、あ

らかじめ紙入札方式参加願を提出するものとする。

２ 競争参加資格

(1) 予算決算及び会計令（以下「予決令」という｡)第70条及び第71条の規

定に該当しない者であること。

(2) 令和４・５・６年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）におい

て「役務の提供等」のＡ、Ｂ、ＣまたはＤ等級に格付けされ関東・甲信越

地域の競争参加資格を有する者であること。

(3) 業務を確実かつ円滑に実施できる体制を確保するための本店、支店又は

営業所が関東地方整備局管内に所在すること。

(4) 会社更生法に基づき更正手続き開始の申立がなされている者又は民事再

生法に基づき再生手続き開始の申立がなされている者（再審査を受けたも

のを除く）でないこと。

(5) 下記①～③いずれかの条件を満たし、④に該当する車両管理責任者及び

車両管理責任者代理を本業務に配置できること。なお、年数の算定におい

ては、特に定めのない限り、令和５年2月1日現在を基準とする。

①道路交通法第７４条の３に定める安全運転管理者の選任を受け、１年以



上の運転管理の実務経験を有する者。

②３年以上の運転管理の実務経験を有する者。

③道路運送法又は貨物自動車運送事業法に定める運行管理者の資格を有

し、１年以上の運転管理の実務経験を有する者。

④関東地方整備局管内に常駐できる者。

注）運転管理の実務とは、「自動車の運転手に対し、運転について指示、

指導し監督すること」をいう。

(6) 下記①～④すべての条件を満たす車両管理員を本業務に配置できるこ

と。ただし、仕様書５．１）⑦の車両（乗合自動車）については、①～③

及び⑤のすべての条件を満たす車両管理員を本業務に配置できること。

なお、年数の算定においては、特に定めのない限り、令和５年２月１日

現在を基準とする。また、常に運行できる体制をとるべき車両の台数は、

７台とする。

①平成３０年４月１日以降自動車の運転を業務としていたａ）またはｂ）

の実務経験を有する者

ａ）人員輸送の業務経験を１年以上有する者

（令和５年3月31日現在で１年を経過するものを含む）

ｂ）ａ）以外の業務経験を３年以上有する者

②車両の運行等に支障がない健康状態であることを証明できる者

なお、証明とは医師による健康診断書（提出前１年以内に作成された健

康診断書）に基づく受注者の誓約書による証明をいう。

③年齢が６５歳未満の者（令和５年4月1日現在）

④普通自動車運転免許を取得し、免許を受けていた期間が３年以上の者。

⑤中型自動車運転免許（８ｔ限定条件を除く）又は大型自動車運転免許を

取得し、免許を受けていた期間が３年以上の者

(7) 申請書の提出期限の日から開札の時まで（４月３日契約の入札で落札決

定を保留している場合は落札決定の時まで）の期間に、関東地方整備局か

ら「地方整備局（港湾空港関係）所掌の工事請負契約に係る指名停止等の

措置要領」（昭和５９年３月３１日付け港官第９２７号）に基づく指名停

止を受けている期間中でないこと。

(8) 電子調達システムによる場合は、電子認証（ICカード）を取得している

こと。

(9) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに

準ずるものとして、国土交通省が行う公共事業等から排除要請があり、当

該状態が継続している者でないこと。

３ 入札説明書の交付場所、交付期間及び交付方法、また契約条項を示す場所及び

問い合わせ先

(1) 場 所

〒231-8436

横浜市中区北仲通５－５７ 横浜第２合同庁舎 関東地方整備局

総務部 経理調達課 調達係 小川 又は 手塚

電話 045-211-7413

(2) 電子調達システムのアドレス及び問い合わせ先

電子調達システム



https://www.geps.go.jp/

３(1)の問い合わせ先と同じ

(3) 交付期間及び方法

令和５年２月１日から令和５年２月１５日まで

３の（１）の場所において配付

(4) 電子調達システムによる入札書の受領期限

令和５年3月３日 16時00分

(5) 紙入札方式による入札書の受領期限

令和５年3月３日 16時00分

(6) 開札の日時及び場所

令和５年3月６日 10時30分

横浜市中区北仲通５－５７ 横浜第２合同庁舎 １５階

関東地方整備局 総務部経理調達課 入札室

４ 総合評価に関する事項

(1) 総合評価に関する資料の提出

総合評価に関する資料（技術資料作成要領、記載内容を証明する書類を

含む）を令和５年２月１５日までに提出するものとする。

(2) 技術評価項目等

技術評価項目、評価内容、得点配分、評価点及び採点指標は入札説明書

記載のとおりとする。

(3) 賃上げの実施に関する評価

評価項目、評価基準及び得点配分は入札説明書記載のとおりとする。

(4) 落札者の決定方法

入札参加者は、「入札価格」及び「総合評価に関する資料」をもって入

札をし、入札者の入札価格が予決令第７９条の規定に基づいて作成された

予定価格の制限の範囲内であり、かつ、当該入札者から提出された総合評

価に関する資料について、当局が入札説明書（別紙－３）に掲げる技術評

価項目毎に審査し、その得点の合計を当該入札者の入札価格で除して得た

数値（以下評価値という。）が最も高い者を落札者とする。

評価値＝（技術評価項目の得点合計）÷（入札価格）×１００，０００

（小数点第３位止め）

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該

契約内容により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると

認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を

乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、

入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

また、落札者となるべき者の入札価格が予決令第８５条に基づく調査基

準価格を下回る場合、予決令第８６条の調査を当局が安全性を確保するこ

とが確認できるまで詳細に行うものとする。

(5) 評価内容の担保

① 落札者は、提出した総合評価に関する資料の内容を契約書に明記し、

その内容を適切に履行すること。

② 発注者が受注者の責めにより、提案内容が実施されていないと判断

した場合、発注者は受注者に是正要求書を交付するものとする。



③ 受注者は、４．（５）②の要求を受けたときは速やかに是正をしな

ければならない。

④ 受注者は、４．（５）②の要求に従い是正した場合は、速やかに発

注者に是正報告書（以下「報告書」という。）を提出し、是正の確認

を受けなければならない。この場合において、発注者が是正を確認で

きない場合は、受注者は引き続き４．（５）②の要求に従い是正しな

ければならない。

⑤ 発注者は、受注者の責めにより提案内容が実施されていないと判断

した期間について、該当する評価項目の再評価を行い、入札時の技術

評価点との差に相当する額（当該金額に１円未満の端数がある時は、

その端数金額を切り捨てた金額とする。）を違約金として次の式によ

り算定するものとし、受注者は、発注者の請求に基づき、その算定し

た違約金を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

（違約金算出式）

違約金＝是正要求期間分として支払った金額×（１－履行後の

技術評価点／当初入札時の技術評価点）

※「是正要求期間」とは、「発注者からの是正要求日（郵送の場

合は到達日とする）」から「発注者による報告書受理日（是正が

確認された場合に限る）」までとする。ただし、報告書の提出が

なく、履行期間が終了した場合は、「発注者による報告書受理日

（是正が確認された場合に限る）」を「履行期間終了日」と読み

替えるものとする。

５ その他

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。

(2) 入札保証金及び契約保証金 免除。

(3) 入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書、競争参加資

格確認資料及び総合評価に関する資料に虚偽の記載をした者の入札、その

他入札に関する条件に違反した者のした入札は無効とする。

(4) 契約書作成の要否 要。

(5) 落札決定及び契約締結は、令和５年４月３日とする。

なお、この場合であっても上記１．（３）に記載の使用期間は令和５年

４月１日からとする。

また、暫定予算となった場合、予算措置が全額計上されているときは全

額の計上とするが、全額計上されていないときは全体の契約期間に対する

暫定予算の期間分のみの契約とする。

(6) 詳細は入札説明書による。


